
平成１９年度岡山県食品衛生監視指導計画に基づく監視指導結果（詳細版）

Ⅰ はじめに

食品加工技術の高度化や消費者ニーズの多様化に伴い、食品の流通は広域化、国際化、長期化の傾向が

進む中、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）、偽装表示、輸入農産物の残留農薬、指定外添加物など、食の信頼を揺

るがす問題が相次ぎ、県民の食の安全・安心確保に対する要望は、依然として高い。

県では、平成18年12月に制定した「岡山県食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する条例」（以下

「食の安全・食育条例」という。）に基づき、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に

推進していくため、平成20年3月に「岡山県食の安全・安心推進計画」を策定し、岡山県食の安全・食育推

進本部、岡山県食の安全・食育推進協議会が中心となって、食の安全・安心の確保に努めた。

また、食品衛生法第２４条第１項の規定により定めた「平成１９年度食品衛生監視指導計画」では、県

の食の安全・安心の確保に関する方針を反映しており、これに基づき実施した監視指導等の結果を次ぎの

とおりとりまとめた。

Ⅱ 食品衛生監視指導計画に基づく実施結果

１ 監視指導の実施計画とその結果

（１）監視指導結果

ア 保健所における監視指導結果

（ア）重点監視・一般監視

食品営業関係施設等における衛生上の危害発生を防止するため、食品衛生監視機動班及び各保健

所監視員により、社会的に影響の大きい施設等を対象に重点監視指導を実施した。

大型飲食店、大型製造業、大型量販店、給食施設等危害度の高い施設に対しては、対象施設ごと

に監視回数（１回～３回／年）を設定し重点監視を実施した。その他の施設に対しては、概ね年間

１回の一般監視を実施した。また、監視の効率的運用を図るため、保健所毎に食品衛生監視機動班

と協力して年間数回の集中監視を実施した。

監視指導結果

重点監視
一般監視 合計

Ａ Ｂ Ｃ 計

対象施設 25,217 11 416 440 867 26,084

監視目標 21,804 33 832 440 1,305 23,109

監視指導結果 25,141 41 999 479 1,519 26,660

目標達成率 115％ 124％ 120％ 109％ 116％ 115％

重点監視の目標監視回数…Ａ：年間３回以上、Ｂ：年間２回以上、Ｃ：年間１回以上

対象施設は、平成１９年４月１日現在の数である。
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業種別食品衛生監視指導件数（平成１９年度）

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ

25,217 11 416 440 21,804 33 832 440 25,141 41 999 479 115% 124% 120% 109%

17,304 10 321 32 13,891 30 642 32 16,130 35 768 33 116% 117% 120% 103%

1 3,583 0 31 0 3,583 - 62 - 3,073 - 62 - 86% - 100% -

2 624 3 46 0 624 9 92 - 770 8 116 - 123% 89% 126% -

3 456 0 20 0 456 - 40 - 479 - 44 - 105% - 110% -

4 2,100 1 3 32 1,825 3 6 32 2,574 4 10 33 141% 133% 167% 103%

5 943 1 33 0 853 3 66 - 945 5 84 - 111% 167% 127% -

6 0 1 6 0  3 12 - 19 3 11 - - 100% 92% -

7 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

8 7 1 12 0 7 3 24 - 28 5 31 - 400% 167% 129% -

9 0 0 2 0 0 - 4 - - - 5 - - - 125% -

10 1,753 0 0 0 1,531 - - - 1,841 - - - 120% - - -

11 19 0 0 0 19 - - - 20 - - - 105% - - -

12 4 1 1 0 4 3 2 - 11 4 2 - 275% 133% 100% -

13 31 1 11 0 31 3 22 - 49 2 25 - 158% 67% 114% -

14 48 0 8 0 48 - 16 - 53 - 24 - 110% - 150% -

15 2,728 0 0 0 572 - - - 1,519 - - - 266% - - -

16 5 0 1 0 5 - 2 - 9 - 2 - 180% - 100% -

17 3 0 10 0 3 - 20 - 13 - 22 - 433% - 110% -

18 2,570 0 0 0 1,956 - - - 2,205 - - - 113% - - -

19 52 0 5 0 52 - 10 - 60 - 10 - 115% - 100% -

20 1,570 0 1 0 1,515 - 2 - 1,711 - 1 - 113% - 50% -

21 9 0 14 0 9 - 28 - 20 - 30 - 222% - 107% -

22 1 0 2 0 1 - 4 - - - 7 - - - 175% -

23 3 0 3 0 3 - 6 - 3 - 5 - 100% - 83% -

24 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - -

25 120 0 4 0 120 - 8 - 81 - 9 - 68% - 113% -

26 38 0 4 0 38 - 8 - 34 - 12 - 89% - 150% -

27 41 0 5 0 41 - 10 - 54 - 10 - 132% - 100% -

28 44 0 9 0 44 - 18 - 37 - 17 - 84% - 94% -

29 114 0 12 0 114 - 24 - 101 - 33 - 89% - 138% -

30 5 0 2 0 5 - 4 - 7 - 5 - 140% - 125% -

31 130 0 18 0 130 - 36 - 92 - 43 - 71% - 119% -

32 259 0 33 0 259 - 66 - 285 - 93 - 110% - 141% -

33 17 0 11 0 17 - 22 - 11 - 21 - 65% - 95% -

34 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

35 16 1 14 0 16 3 28 - 17 4 34 - 106% 133% 121% -

36 5 0 0 0 4 - - - 4 - - - 100% - - -

37 6 0 0 0 6 - - - 5 - - - 83% - - -

7,913 1 95 408 7,913 3 190 408 9,011 6 231 446 114% 200% 122% 109%

38 12 0 0 146 12 - - 146 23 - - 158 192% - - 108%

39 37 0 0 80 37 - - 80 21 - - 87 57% - - 109%

40 21 0 0 16 21 - - 16 10 - - 14 48% - - 88%

41 207 0 0 166 207 - - 166 223 - - 187 108% - - 113%

42 420 0 0 0 420 - - - 2 - - - 0% - - -

43 390 1 24 0 390 3 48 - 179 6 57 - 46% 200% 119% -

44 887 0 0 0 887 - - - 1,473 - 0 - 166% - - -

45 1,954 0 0 0 1,954 - - - 1,518 - 0 - 78% - - -

46 1,588 0 0 0 1,588 - - - 1,820 - 0 - 115% - - -

47 1,481 0 71 0 1,481 - 142 - 1,853 - 174 - 125% - 123% -

48 8 0 0 0 8 - - - 7 - - - 88% - - -

49 493 0 0 0 493 - - - 952 - - - 193% - - -

50 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -

51 415 0 0 0 415 - - - 930 - - - 224% - - -

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ

35 0 0 0 - - - - 9 - - - - - - -

※対象施設数は、平成１９年４月１日現在の件数である。

飲食店営業（一般食堂・レストラン等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　集計分類

　　　　　業種

目標監視件数
一般
監視

重点監視
対象施設数

一般
監視

重点監視

飲食店営業（仕出し屋・弁当屋）

飲食店営業（旅館）

飲食店営業（その他）

菓子製造業

乳処理業

特別牛乳さく取処理業

乳製品製造業

集乳業

魚介類販売業

魚介類せり売り営業

魚肉ねり製品製造業

食品の冷凍又は冷蔵業

かん詰またはびん詰食品製造業

喫茶店営業

あん類製造業

アイスクリーム類製造業

乳類販売業

食肉処理業

食肉販売業

食肉製品製造業

乳酸菌飲料製造業

食用油脂製造業

ﾏｰｶﾞﾘﾝ又はｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ製造業

みそ製造業

醤油製造業

ソース類製造業

酒類製造業

豆腐製造業

納豆製造業

めん類製造業

そうざい製造業

添加物製造業

給食施設（病院・診療所）

給食施設（事業所）

食品の放射線照射業

清涼飲料水製造業

氷雪製造業

氷雪販売業

給食施設（その他）

乳さく取業

食品製造業

野菜果物販売業

そうざい販売業

添加物の製造業

氷雪採取業
器具・容器包装、おもちゃの製造業又は販売業

添加物の販売業

菓子販売業

食品販売業

要許可施設・不要許可施設　合計

監視率
一般
監視

重点監視
監視件数

一般
監視

重点監視

給食施設（学校）

一般
監視

岡山県魚介類行商条例に基づく行商鑑

札を受けた者

　　　　　　　　　　　　　　　　　集計分類

　　　　　業種

対象施設数
重点監視 一般

監視
重点監視 重点監視 一般

監視
重点監視

要許可施設　小計

不要許可施設　小計

目標監視件数 監視件数 監視率
一般
監視
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営 業 施 設 数 監 視 件 数
区 分

（平成19年4月1日現在） 要 許 可施 設 不要許可施設 計
保健所

要許可 不要許 内 内 内
計 総 数 総 数 総 数

施 設 可施設 機動班 機動班 機動班

岡 山 2,438 1,266 3,704 2,408 787 1,370 434 3,778 1,221

東 備 1,781 944 2,725 1,910 358 1,343 279 3,253 637

倉 敷 1,489 708 2,197 1,558 468 708 178 2,266 646

井 笠 3,285 1,387 4,672 2,416 860 1,566 587 3,982 1,447

高 梁 982 632 1,614 1,147 543 738 280 1,885 823

新 見 964 576 1,540 1,113 385 703 268 1,816 653

真 庭 1,709 938 2,647 1,875 480 874 228 2,749 708

津 山 3,571 1,299 4,870 3,078 757 1,564 410 4,642 1,167

勝 英 1,448 667 2,115 1,461 424 828 251 2,289 675

計 17,667 8,417 26,084 16,966 5,062 9,694 2,915 26,660 7,977

（イ）腸管出血性大腸菌対策

県内に流通する食肉（ミンチ肉、牛レバー、生食用食肉等）、野菜（生食用野菜、カット野菜

等）等を対象に、腸管出血性大腸菌の汚染実態調査を実施したが、検査した食品すべてで不検出で

あった。

腸管出血性大腸菌による汚染実態調査結果

検体数 検 出 不検出

2,494 0 2,494

（ウ）その他の対策

かき、ふぐ、鶏卵等取扱い施設を対象に食中毒の発生防止、製造（加工）工程等の適正管理、表

示の適正化等を確保するため、関係機関と連携し、監視指導、買上げ検査、収去検査等を実施した。

名 称 時 期 内 容 監視指導件数

かきの衛生確保 １０月～３月 かき処理施設の監視指導 108

ふぐの衛生確保 １１月 ふぐ調理等施設の一斉点検 323

４月～６月 ナシフグ調理所等一斉点検 4

鶏卵の衛生確保 年間 鶏卵取扱い施設の監視指導 15

総合衛生管理製造過程承認 年間 総合衛生管理製造過程承認施設等 14

施設等に対する監視指導 に対する監視指導

表示の合同点検 年間 ＪＡＳ担当部局と協力して販売店 74

等に対する表示点検の実施

※監視指導結果は、一般監視・重点監視の監視指導件数の再掲
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（エ）各種一斉取締り

次のとおり、集中した期間に、県下一斉に監視指導を実施した。

名称 実施期間 対象施設 実施内容 監視指導件数

社会福祉施設 学校給食施設、病 大量調理施設の衛生管理マ

等集団給食施 ４月～６月 院給食施設、社会 ニュアルにより、点検し、 555

設一斉点検 福祉施設 不備事項の改善を指導

大量調理施設 ８月～９月 大規模仕出し・弁 大量調理施設の衛生管理マ

の一斉取締り 当施設、大規模旅 ニュアルにより、点検し、 101

館・ホテル、大規 不備事項の改善を指導

模飲食店

夏期食品一斉 ７月 弁当・仕出し、飲 食中毒の発生しやすい施設 要許可施設 2,430

取締り 食店、スーパー等 を対象に食中毒の発生防止 不要許可施設 1,561

を啓発 収去件数 605

食品、添加物 １２月 市場、スーパー等 主として、流通、販売段階 要許可施設 1,853

等の年末一斉 での表示の点検や検査によ 不要許可施設 1,070

取締り る不良食品の排除 収去件数 375

※監視件数は、一般監視・重点監視の監視指導件数の再掲

イ 食肉衛生検査所における監視指導

と畜場に搬入される獣畜及び食鳥処理場に搬入される鳥類のと殺、処理解体時における食肉の衛生

確保を図るため、処理施設及び処理工程の衛生管理について監視指導を実施した。

食肉衛生検査所監視指導実施結果

対象施設 監視目標 監視指導結果 目標達成率

と 畜 場 2 － 開場日に随時実施 －

検査対象食鳥処理施設 5 10 14 140％

認定小規模食鳥処理施設 19 19 25 132％

※延開場日数：279日
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（２）食品等の試験検査結果

ア 保健所、環境保健センター等

（ア）収去検査結果

県内に流通する食品等の安全を確保するため、監視指導と連動し、各種食品製造業や量販店等に

おいて規格検査を中心とした収去検査を実施し、不衛生な食品等の排除に努めた。

食品毎の収去検査実施検体数

食品等の分類 検査目標検体数 検査実施検体数 目標達成率

魚介類 ８０ ３０ ３８％

冷凍食品 ６０ ２０ ３３％

魚介類加工品 ４５０ ３０９ ６９％

肉・卵類加工品 ４５０ ４１５ ９２％

乳製品・乳類加工品 １１０ ７５ ６８％

アイスクリーム類・氷菓 ４０ ３６ ９０％

穀類及びその加工品 ３５０ ４４５ １２７％

野菜果物及びその加工品 ９００ １,０１６ １１３％

菓子類 ３５０ ３９３ １１２％

清涼飲料水 １００ １２９ １２９％

乳等 ９０ ７４ ８２％

生食用かき １２０ ６４ ５３％

その他食品等 ３００ ５９１ １９７％

計 ３,４００ ３，５９７ １０６％

輸入食品（再掲） １５０ １６４ １０９％

収去検査実施項目数

理化 学 検査 微 生 物検 査 計
収 去

検 査 区 分 項 目 別 項 目 別 項 目 別
検体数 不 適 不 適 不 適

検 査 数 検 査 数 検 査 数

規 格 基 準 49,301 0 1,094 3 50,395 3

3,597 そ の 他 1,575 0 16,416 0 17,991 0

計 50,876 0 17,510 3 68,386 3

違反の内容は、生食用かき加工基準違反（養殖海域海水の大腸菌群最確数違反）３件であり、加

熱用への転用等を指示した。
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収去検査による規格基準適合状況

検 査 項 目 検 査 数 不 適 数 備 考

ソ ル ビ ン 酸 844
安 息 香 酸 845

合成保存料 サ リ チ ル 酸 845
デ ヒ ド ロ 酢 酸 845
パ ラ オ キ シ 安 息 香 酸 845
プ ロ ピ オ ン 酸 8

サ イ ク ラ ミ ン 酸 38
合成甘味料 ズ ル チ ン 825

理 サッカリンナトリウム 825

タ ー ル 系 色 素 5,088

二 酸 化 イ オ ウ （ 亜 硫 酸 ） 63
化

亜 硝 酸 87

プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル 75

学 Ｂ Ｈ Ａ 1
酸化防止剤

Ｂ Ｈ Ｔ 1

オルトフェニルフェノール 0
検 防 ば い 剤 ジ フ ェ ニ ー ル 0

チ ア ベ ン ダ ゾ ー ル 0

比 重 43
査 酸 度 73

乳 脂 肪 85
無 脂 乳 固 形 分 125
乳 固 形 分 33

残 留 農 薬 35,254

残 留 動 物 用 医 薬 品 402

そ の 他 の 理 化 学 検 査 2,051

一 般 細 菌 206
微 大 腸 菌 群 322 3 かきの養殖海域海水
生 大 腸 菌 75
物 乳 酸 菌 46
検 サ ル モ ネ ラ 70
査 黄 色 ブ ド ウ 球 菌 68

腸 炎 ビ ブ リ オ 5
そ の 他 の 微 生 物 検 査 302

計 50,395 3

（イ）買上検査

食品中の有害物質の影響等を調査するため、魚介類等を対象にモニタリング検査を実施したが、

いずれの検査においても環境の著しい汚染が疑われる結果は見られなかった。

また、腸管出血性大腸菌汚染実態調査（P.3に記載）、遺伝子組換え食品検査及びアレルギー物質

の検査を実施した。
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各種調査のための検査検体数

検 査 区 分 検 査 項 目 検査目標 検査実施 目標達成率

検 体 数 検 体 数 (%)

有害物質モニタリング調査 農薬、重金属、PCB、TBTO 62 74 114

腸管出血性大腸菌汚染実態調査 腸管出血性大腸菌 195 195 100

遺伝子組換え食品検査 遺伝子組換え食品 30 35 116

アレルギー物質の検査 アレルギー物質 20 20 100

注：一部収去検査分を含む

ａ 遺伝子組換え食品検査実施結果

豆腐等の原材料となる大豆３０検体について、組換えＤＮＡの定量検査を実施した結果、５

検体から組換えＤＮＡを検出したが、いずれも分別生産流通管理が適正になされ、かつ、意図

しない混入範囲の５％以下であったことから、食品衛生法の基準には適合していた。トウモロ

コシ加工品(コーンチップス等)について、遺伝子組換え食品の定性検査を実施した結果、特に

問題はなかった。

遺伝子組換え食品検査状況（平成１９年度）

定量結果 定性結果

検査品目 検体数 適 合 不適合
陰性 陽性

検出 不検出 検出

大豆 ３０ ５ ２５ ０

トウモロコシ加工品 ５ ５ ０

※ 検査は環境保健センターで実施した。

ｂ アレルギー物質の検査実施結果

弁当・惣菜、生菓子及び焼き菓子を対象に、乳又は卵由来のアレルギー物質の混入の有無に

ついてスクリーニング検査を実施した結果、焼き菓子１検体から表示されていない乳由来のア

レルギー物質が10μg/g以上検出され、食品衛生法の基準に不適合であった。

原因は、原材料に含まれる乳成分について、表示を失念していたためであり、製造者に対し

①自主回収及び消費者への周知、②原因究明、③再発防止措置を指導した。

アレルギー物質検査状況（平成１９年度）
検査結果

検査品名 検体数 検査項目 検査項目数 適 合 不適合
検出 不検出 検出

弁当・ 乳 ６ ６ ０ ０６
惣菜 卵 ５ ５ ０ ０

乳 ６ ６ ０ ０生菓子 ６
卵 ６ ６ ０ ０

乳 ７ ６ ０ １焼き菓子 ８
卵 ４ ２ ２ ０

計 ２０ ３４ ３１ ２ １

※ 検査は環境保健センターで実施した。
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（ウ）食品苦情及び食中毒発生時の原因究明のための検査実施結果

保健所に寄せられる食品苦情や食中毒等の原因究明の目的で検査を実施している。

食中毒等の検査（平成１９年度）

検査項目数

検査品目 検体数 理化学検査 細菌検査 ウイルス検査

検査 検出 検査 検出 検査 検出

苦 食品・水 225 0 932 0 0 0

ふき取り 188 0 0 1,058 0 0 0

情 便 0 0 623 0 15 9

その他 1 0 0 0 0 0

食 食品・水 114 0 1,642 2 0 0

中 ふき取り 331 0 0 1,621 0 0 0

毒 便 0 0 1,170 0 61 25

その他 10 0 9 0 0 0

計 519 350 0 7,055 2 76 34

※ 理化学、細菌検査は、岡山・津山保健所検査課で実施した。

※ ウイルス検査は、環境保健センターで実施した。

【中国産冷凍食品等の検査等対応】

平成20年1月に全国的に問題となった中国産冷凍食品（ギョウザ）の有機リン系農薬による健康

危害の発生について、県の対応は別添のとおりであった。

イ 食肉衛生検査所

と畜場で処理された牛や豚等の食肉が、食用に適するか否かをと畜検査員が１頭１頭詳細に検査を

実施するとともに、すべての牛についてＢＳＥ検査を実施し、食肉の安全確保に努めた。

（ア）と畜場法等に基づく獣畜の検査

と畜場別検査頭数

区分 とく 注１ めん羊・山羊
牛 馬 豚 計

と畜場名 大 小 大 小

津山市食肉処理センター 4,688 6 225 0 413 1 0 5,333

井原市食肉センター 38 0 0 25 0 0 0 63

計 4,726 6 225 25 413 1 0 5,396

１９年度廃棄処分頭数

全部廃棄処分 157 0 0 0 0 0 0 157

一部廃棄処分 2,964 0 20 3 354 1 0 3,342

注１）とくとは、１歳未満の牛である。
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獣畜のと殺解体禁止又は廃棄したものの原因
疾 病 別 頭 数

処 細菌病 寄生虫病 そ の 他 の 疾 病
破 結 放 そ ジ そ 膿 敗 尿 黄 水 腫 炎物 変 そ

分 ス 症に 成
区 分 線 ト 又よ 又 計

頭 傷 核 の マ の 毒 血 毒 はる は の
菌 病 炎汚 萎

数 症染 縮
風 病 病 他 他 症 症 症 疸 腫 瘍 産 他

禁 止

牛 全部廃棄 157 32 41 9 1 39 34 1 157

一部廃棄 2,964 6 1 51 774 9 4,055 1,963 6,998 13,857

と 禁 止

全部廃棄

く 一部廃棄 20 2 20 10 34 66

禁 止

馬 全部廃棄

一部廃棄 3 1 1 1 3

禁 止

豚 全部廃棄

一部廃棄 354 355 5 407 767

め 禁 止

ん 全部廃棄

羊 一部廃棄 1 1 4 5

山 禁 止

全部廃棄

羊 一部廃棄

食肉等の残留抗生物質モニタリング検査件数

畜種 部位 検査件数 陽性件数

牛 筋肉 739 0

腎臓 739 0

豚 筋肉 6 0

腎臓 6 0

めん羊 筋肉 1 0

腎臓 1 0

（イ）ＢＳＥスクリーニング検査

ＢＳＥ検査結果

津山市食肉処理センター 井原市食肉センター 計

陰性 要確認検査 陰性 要確認検査 陰性 要確認検査

4,920※ 0 38 0 4,958 0

※ めん羊のTSE検査（1頭）を含む
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（３）食鳥検査結果

食鳥処理場で処理される鶏の検査業務を（財）岡山県健康づくり財団に委任し、食鳥肉の安全確保を

図った。

食鳥検査羽数

検査羽数 と鳥禁止 全部廃棄 一部廃棄

14,974,054 87,287 112,845 217,386

（４）食品等に関する苦情処理

保健所等に寄せられた食品等に関する苦情に対しては、原因究明等調査を実施し、関係施設等の指導

を実施した。

苦情処理件数

処理数 出張件数

保健所 295 377

機動班 18 43

合計 313 420

（５）違反発見時の措置

食中毒発生時、違反食品発見時には、「食品衛生法に基づく行政処分要領」に基づき行政措置を適正

かつ公正に行い、食品による事故の拡大・再発防止に努めた。また、違反食品製造業者が他の都道府県

であった場合は、通報し、指導を依頼した。

違反及び処分件数

違 反 条 項 処 分 件 数
告

６ ９ １ １ １ １ １ ２ ２ ２ ５ ５ 営業 営業 営業 改善 物品 その 発
条 条 ０ １ ６ ８ ９ ０ ５ ６ ０ ２ 件

条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 許可 廃棄 数
２ ２ ２ １ ４ ３ １
項 項 項 項 項 項 項 取消 禁止 停止 命令 命令 他

12 10 2 7 15 0

（６）食中毒等健康危害発生時等の対応

平成１９年度の食中毒発生件数は８件（患者数２９０名）であった。

食中毒発生時は、「岡山県食中毒対策要領」及び「食中毒処理マニュアル」に基づいて迅速かつ的確

な処理に努め、被害の拡大・再発防止を図った。

月別食中毒発生件数

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 計

発生件数 1 1 2 1 1 2 8

月別食中毒患者数

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 計

患者数 33 8 7 22 100 120 290
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施設別発生状況 原因食品別発生状況

件数等 発生 患者 死者 件数等 発生 患者 死者
件数 数 数 件数 数 数

施 設 (件) (人) (人) 食品区分 (件) (人) (人)

家 庭 料 理 1 1 魚 介 類

集 団 給 食 1 22 魚 介 類 加 工 品

営 業 者 6 267 肉類及びその加工品

そ の 他 卵類及びその加工品

不 明 乳類及びその加工品

計 8 290 穀類及びその加工品

野菜類及びその加工品

菓 子 類

複 合 調 理 食 品 7 289

そ の 他 1 1

不 明

計

原因物質別発生状況

ブ セ ノ そ
ド レ ロ の 判 明
ウ ウ ウ 他 判 明 率
球 ス イ
菌 菌 ル

ス 発 生 ％

1 1 4 1（植物性自然毒） 8／8 100

1（エロモナスヒドロフィラ）

（７）業界の指導育成

食品衛生協会との連携を強め、食品衛生指導員による食品関係施設の巡回指導・自主検査の励行等の

実施について指導を行うとともに、業界の自主管理体制を充実するため、業界組織の指導・育成に努め

た。

食品衛生指導員等の活動状況

指 導 員 数 巡回指導件数 自 主 検 査 受 付 件 数

830 51,014 429

２ 食品等事業者等に対する自主的衛生管理の推進

（１）自主管理体制構築の推進

食品衛生法に規定された食品等事業者の責務である自主管理を向上させるため、重点監視対象施設

の立入時に社会的影響度の高い広域流通食品等事業者を中心に衛生管理体制の整備、製造・加工工程

の適正管理、適正表示、記録の整備・保管、健康危害の可能性のある食品等の自主回収等について、

指導を実施した。

― 11 ―



① 食の安全・食育条例に基づく自主回収報告

食の安全・食育条例第１８条に基づき、健康危害の可能性のある食品等について、自主回収の報告

のあったものについて、回収措置が適正に行われるよう指導するとともに、県民に情報提供し安全確

保を図った。

食品分類 報告件数

菓子 ２

豆腐 １

冷凍食品 １

魚肉練り製品 １

計 ５

（２）製造（加工）者に対するＨＡＣＣＰシステムの普及

自主管理のレベル向上を図るため、監視指導時にＨＡＣＣＰシステムの普及を行った。

３ 関係者相互間の情報及び意見の交換（リスクコミュニケーション）

消費者、食品等事業者、行政相互間の食の安全に関する情報及び意見交換を推進するため推進本部を

中心に以下の事業等を行った。

（１）食の安全・食育推進協議会の開催

消費者、生産者、加工・流通業者等２５名の委員で構成する「食の安全・食育推進協議会」を開催し、

県の施策に対する提言や普及啓発事業への協力をいただいた。

・３回開催（７月、１月、３月）

（２）食の安全相談窓口での対応

県民からの食の安全に係る苦情、相談等に対応した。

相談窓口（１１機関）：９保健所（衛生課）、県民生活課、生活衛生課（食の安全推進班）

食の安全相談窓口対応件数

窓 口 対応件数（件）

保 健 所 1,749

県庁県民生活課 85

県庁生活衛生課 88

計 1,922

（３）消費者、食品等事業者等への情報提供

ア 冊子の作成、配布

岡山県食の安全・安心推進計画の策定を周知するため、冊子及びリーフレットを作成し、広く県

民に対し配布した。

・「食の安全推進計画冊子」 3,000冊

・「食の安全推進計画概要リーフレット」 5,000部
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イ ホームページ「食の安全・安心おかやま」による情報提供

推進本部のホームページ「食の安全・安心おかやま」を通じ各種情報の提供を行った。

ウ 食品衛生月間事業（８月）

保健所単位に設置された食品衛生協会と連携し、各種広報活動や食品衛生思想の普及啓発活動を

行った。

・街頭での啓発活動の実施

・広報車による啓発活動の実施

・食品衛生指導員との同道監視の実施

・衛生講習会の実施

・横断幕・懸垂幕の掲示

エ 衛生講習会の開催

消費者、営業者、調理従事者等に対し、食品衛生に関する正しい知識や情報の普及に努めた。

食品衛生講習会実施状況

対 象 者 実施回数（回） 参加者数（人）

営業者・従事者 91 3,428

集団給食従事者 47 2,249

一般消費者等 81 2,674

計 219 8,351

「体験！科学で知る 食の安心 」事業(再掲) 101 3,265

（４）「体験！科学で知る 食の安心」事業

消費者等を対象に簡易検査等の体験的要素を盛り込んだ講習会の開催（（３）のエ参照）や食品の

製造・加工等の現場視察や意見交換等の要素を盛り込んだ体験的事業を実施した。

体験型事業の実施状況（講習会を除く）

実施回数（回） 参加者数（人）

営業者・従事者 １ 13

一般消費者等 10 235

計 11 248

（５）食の安全サポーター拡大事業

民間企業(団体)と協働し、食の安全に係るリスクコミュニケーションを推進し、官民一体での取組

を推進するため、サポーターの拡大を図るとともにサポーター向けに食の安全に係る情報を配信した。

・食の安全サポーター登録数（平成19年度末）：５０企業（５１団体）

・情報配信回数：８回（定期６回、臨時２回）

（６）「検定－晴れの国おかやまの食－」の実施とリスクコミュニケーターの養成

多くの県民が「食」に関心を持ち、知識を深める動機付けとして、岡山の食に関する知識を問う

「検定－晴れの国おかやまの食－」を食の安全・食育推進協議会と協働で実施した。

また、検定合格者を対象にリスクコミュニケーターを養成する目的で内閣府食品安全委員会と共催
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で「食品の安全性に関する地域の指導者育成講座」を開催するとともに、食品工場においてリスクコミ

ュニケーションを実施した。

ア 「検定－晴れの国おかやまの食－」

・実 施 日：平成１９年１０月２８日（日）

・実施場所：岡山県立大学

・受験者数：５５０名

・合格者数：５１５名

イ 食品の安全性に関する地域の指導者育成講座

・実 施 日：平成１９年１２月１８日（火）

・実施場所：岡山県立図書館多目的ホール

・参加者数：８７人

ウ リスクコミュニケーション

・実 施 日：平成２０年３月１３日（木）及び１９日（水）

・実施場所：オハヨー乳業本社工場（岡山市神下５６５）

・参加者数：６８名

４ 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上

調査研究の推進、学会、研修会、講習会への派遣等により、食品衛生監視員、と畜検査員及び検査担

当職員の資質の向上を図った。
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中国産冷凍食品に関する岡山県の対応状況について（別添）

平成２０年１月に千葉県、兵庫県に端を発し全国的に問題となった中国産冷凍食品（ギョウザ）の有機リ

ン系農薬(メタミドホス)による健康危害の発生に関し、岡山県では、岡山市、倉敷市と連携し、販売・流通

業者への回収指導の徹底、県のホームページ等による県民への情報提供、保健所窓口等での相談対応、メタ

ミドホス等有機リン系農薬の検査等を実施し、県民の食の安全・安心の確保に努めた。

その概要は、次のとおりである。なお、本事件に関し県内では重傷者は確認されていない。

記

１ 販売業者等の回収指導

・平成20年1月30日から各保健所において販売業者への回収指導の実施

・平成20年1月31日（社）岡山県食品衛生協会に自主回収の協力要請

２ 県民等への情報提供

・県のホームページに情報の掲載

・休日等を含めた相談窓口対応の実施

・岡山県医師会へ農薬中毒治療に関する情報提供

３ 県民からの相談状況

(1)相談件数

・消費者：160件（内岡山市：54件 倉敷市：28件）

・事業者： 27件（内岡山市： 4件 倉敷市：12件）

(2)有症相談件数

・26件（東備保健所1件、倉敷保健所3件、井笠保健所9件、岡山市3件、倉敷市10件）

＊申し出のあった症状と有機リン系農薬との関連について、確認できているものはない。

４ 検査実施状況

検査件数 検査結果 検査項目

岡山県 6件※ 不検出 有機リン系農薬 34種類

岡山市 1件 不検出 有機リン系農薬 64種類

倉敷市 1件 不検出 有機リン系農薬 21種類

※ 6件の内、2件についてはメタミドホスのみ実施
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